
 

1

 1,321

 408

 350

2



2 A 2

B 3

0 0

0 4

0 5

6 1

6 2

0 2

3 2

2 1

5 3

1

3

 
 

 

 

5

1.
2.
3.
4.
5.

4



 

          

 

  

 
5

                                                          
  

 

  

 

       

6



 7

8



      028-681-1161
              

   028-681-6666
     

   028-681-6720 

                 
   028-681-1161

9

10



11

      

12



 

13



さくら市地域生活支援拠点実施の手引き 

　　　　　　　　　～生活全般で困ったらトータルサポートぱるぱる～ 

 

１．地域生活支援拠点整備の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

国においては、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えつつ、障がい者が住み慣れた

地域で安心して暮らしていけるように、切れ目のない支援体制（居住支援の機能や体制）を整備す

るよう、障害福祉計画の基本指針に位置づけています。　 

　本市においては、障がい者の介護者の急病時の緊急の受け入れ先の確保や、親元から自立した生

活を実現するために、市内障害福祉サービス等提供事業所と連携して、「地域生活支援拠点」を整備

し、障がい者及びその介助者が安心して生活できる体制を整えていきます。 

２．事業の実施方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　本市の「地域生活支援拠点」は、緊急時の受け入れや、グループホームへの体験が可能な事業な

ど既存の障害福祉サービス提供事業所等が分担して支援を行う面的整備型で実施します。 

　なお、利用にあたっては「事前登録制」とし、登録の際は利用者と関係機関の支援者等が面談を

して利用に必要な情報の聞き取りをします。 

３．対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 

　市内に住所を有する障がい者で、家族による介護が必要な方。 

４.費用について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　障害福祉サービスの介護給付費で対応。 

　（事業所の認定申請により、地域生活支援拠点等に係る加算） 

５．緊急時の定義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　本事業における「緊急時」とは、障がい者の介護者が突発的な病気や入院、死亡、その他やむを

えない理由により、障がい者が居宅で単独生活することが困難な場合とします。 

６．支援施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 施設名 事業の種類 機能 対象者
 

1 桜ふれあいの郷
生活介護、施設入所支援 

就労継続支援
体験の機会・場 知的

 2 桜ふれあいの郷 短期入所 緊急時の受入れ 知的
 

3 清風園
生活介護、施設入所支援 

就労継続支援 B 型
体験の機会・場 身体

 4 清風園 短期入所 緊急時の受入れ 身体
 

5
障がい者支援センターふ

れあい

特定相談支援事業、 

障害児相談支援事業

相談、緊急時の受入れ、体験の

機会・場、地域の体制づくり
全ての障害

 
6

障がい者支援センターふ

れあい
一般相談支援事業

相談、緊急時の受入れ、体験の

機会・場
全ての障害

 
7

グループホーム 

（とちぎ健康福祉協会）
共同生活援助事業 体験の機会・場 知的・身体

 
8 グループホーム 

（恵友会）
共同生活援助事業

緊急時の受入れ 

体験の機会・場
知的、身体

 
9

ユースタイルホーム 

さくら
短期入所、共同生活援助

緊急時の受入れ 

体験の機会・場
全ての障害



〇関係する支援機関で支援内容を検討（個別支援会議） 

　　　・登録書をもとに緊急時を見据えた支援内容を検討。 

・受け入れ先や役割を確認

７.利用までの流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

登録までの相談支援専門員と、市・基幹相談支援センター職員対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

障がい者・家族から相談

〇登録の必要性について確認 

障害福祉サービス利用の場合は、利用計画書の更新やモニタリング時に利用者や保護者より

登録の希望が出された際、登録の必要性について確認し登録の必要な候補者を抽出して、

市、基幹相談支援センターと登録が必要か協議する。 

〇登録の提案 

登録の必要性な方には、本人又は家族に説明し登録を提案。

〇利用者から「利用登録票」を受理し

市へ提出 

〇支援内容の説明 

　・ケース概要 

　・緊急時の支援内容 

　・受け入れ先等

障がい者支援センターふれあい 

障害者相談支援センター桜花

〇登録完了 

緊急時に備えて、関係機関で連携し適宜情報を更新していく。 

（基幹相談支援センターが計画相談のモニタリングに同席するなど、定期的な

面談を実施し、情報更新を行う。）

さくら市福祉課 

基幹相談支援センター

〇「利用登録票」の受理 

〇支援内容の確認 

・検討 

　・提案



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 ☞そんな時は「トータルサポートぱるぱる」にご相談ください。　　  

 障がいをお持ちの方とその家族への安心のお手伝いをします。   

 

 

 

 

 

福祉課 障がい福祉係 

基幹相談支援センター 

☎028-681-1161 

障がい者支援センターふれあい 

☎028-681-6666 

障害者相談支援センター桜花 

☎028-681-6720

さくら市地域生活支援拠点 

～生活全般に困ったらぱるぱるへ～

 

 

 

 

 



障がい者・家族

〇福祉課 障がい福祉係 

〇基幹相談支援センター 

☎028-681-1161  

 

【利用登録までの流れ】                                                                                                                        
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〇現在の状況を詳しく聞き取りするため面談を実施。 

※面談をして必要な方には、登録のご案内をします。 

　　・「利用登録票」と「インテーク・アセスメントシート」を作成する。

〇障がい者支援センターふれあい 

☎028-681-6666 

〇障害者相談支援センター桜花 

☎028-681-6720

〇登録完了。 

〇障害福祉サービスを利用したことのない方は 

①福祉サービスの計画相談支援事業所と契約をする。 

②障害支援区分の認定申請をする。利用事業所と契約をする。 

③緊急時にスムーズに施設を利用できるように、利用を予定している施設

（短期入所、グループホームなど）の利用を開始する。

〇急に利用が必要になっても、利用する方も、受け入れる施設も 

あわてずに安心して利用できる。

〇関係する支援機関で支援内容を調整（個別支援会議） 

　　　・「利用登録票」をもとに緊急時を見据えた支援内容を検討。 

・緊急時の受け入れ先や役割を確認。
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